
昭和６２年職福―６９１ 新旧対照表（平成３０年職職―１６４関係）
（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

第２２条の４関係 第２２条の４関係
１ （略） １ （同左）
２ この条の第１項の「人事院の定める者」は、次に掲げる ２ この条の第１項の「人事院の定める者」は、次に掲げる

者（以下「医師等」という。）とする。ただし、同項の検 者（以下「医師等」という。）とする。ただし、同項の検
査（以下第１３項までにおいて「検査」という。）１回に 査（以下第１３項までにおいて「検査」という。）１回に
つき少なくとも１人は、健康管理医でなければならない。 つき少なくとも１人は、健康管理医でなければならない。
⑴ 医師 ⑴ 医師
⑵ 保健師 ⑵ 保健師
⑶ 労働安全衛生規則第５２条の１０第１項第３号の規定 ⑶ 労働安全衛生規則第５２条の１０第１項第３号の規定

に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 研 修 （ 平 成 ２ ７ 年 厚 生 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 研 修 （ 平 成 ２ ７ 年 厚 生
労 働 省 告 示 第 ２ ５ １ 号 ） に 定 め る 研 修 を 修 了 し た 歯 科 労 働 省 告 示 第 ２ ５ １ 号 ） に 定 め る 研 修 を 修 了 し 、 又 は
医 師 、 看 護 師 、 精 神 保 健 福 祉 士 若 し く は 公 認 心 理 師 又 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 前 に お い て 規 則 第 ９ 条 第 ３ 項 に
は 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 １ 日 前 に お い て 規 則 第 ９ 条 第 ３ 項 規 定 す る 業 務 に ３ 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 看 護 師
に 規 定 す る 業 務 に ３ 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 看 護 又は精神保健福祉士
師若しくは精神保健福祉士

３～１６ （略） ３～１６ （同左）


